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一般社団法人インターネットユーザー協会について

MIAU（ Movements for Internet Active Users ） は、インターネットやデジタル機
器等の、技術発展や利用者の利便性に関わる分野における、意見の表明・知識の普
及などの活動を行うことを目的としたユーザー団体。

• インターネットおよびデジタル技術に関わる法制度に関する正確な知識の供給
• インターネットおよびデジタル技術について、技術発展や利用者の利便性に関わるような法制度への対応
• 関連する政府報告書のパブリックコメントに対する意見提出活動および政策提言活動
• インターネット利用者の情報リテラシー向上の支援

主な活動分野
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オンラインカジノに対する消費者の現状認識

ネット動画サイトやテレビ広告により、違法という認識が薄かった

無料であればゲームと見なされるため

カジノ運営を含む地方型IRの議論

カジノを身近なものに感じるようになった

SNSでのコミュニケーションで情報交換されている

「男子高校生は交流サイト（SNS）の「ディスコード」で連絡を取り合っている人たちがオンラインカジノをやっているこ
とを知り「興味を持った」という。 」

引用：オンラインカジノ利用で高校生書類送検「30万円負けた」千葉（毎日新聞, 2025/4/18）
https://mainichi.jp/articles/20250418/k00/00m/040/321000c

2025年に入ってからの芸能人・スポーツ選手のオンラインカジノ関連の報道で
「オンラインカジノは違法」であることが世の中に広く認知された
海外口座から利用すれば違法ではないといった誤認があった
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オンラインカジノに関連する法的論点整理
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利用規約上の問題（Stakeを事例に）➀

14.3には利用禁止国が列挙されているが
我が国の記載がない

アフガニスタン、オーストリア、オーストラリア、ベルギー、
ブラジル、コロンビア、コートジボワール、キューバ、
キュラソー、チェコ、キプロス、コンゴ民主共和国、
デンマーク、フランス、ドイツ、ギリシャ、イラン、イラク、
イスラエル、イタリア、リベリア、リビア、
リトアニアに所在または居住する者、 マルタ、オランダ、
北朝鮮、オンタリオ、ペルー、ポーランド、ポルトガル、
セルビア、スロバキア、南アフリカ、南スーダン、スペイン、
スーダン、シリア、スウェーデン、スイス、英国、米国、
ジンバブエ（以下「禁止法域」）
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利用規約上の問題（Stakeを事例に）➁

利用規約5.1 e), f)に違法利用は
利用者責任であることが書かれている

e) あなたは、stake.comへのアクセスが合法な管轄区域から行わ
れていることを保証します。”

 “ f ) 賭けやカジノゲームのプレイが禁止されている地域にいる間
は、サービスを利用しません。
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考えられる施策➀ 利用規約に関する観点

利用規約において利用禁止国に日本の名前がないことに対して

日本からの周知が不足？ 知りながら
あえて外している？

然るべき行政機関から直接アプローチし、
指摘するべきではないか？

国として注視しているというアピールは必要
6



考えられる施策➁ 青少年保護に関する観点

20歳未満の利用においては、刑法と少年法の両方に違反することから、
成人の利用とは分けて考えるべきではないか

更正を促すという方向性を強くするべき

フィルタリングは依然として有効な手段である

ギャンブルは全年齢で制限されている。
ただし青少年インターネット環境整備法上フィルタリングの義務は18歳までであり、少年法とのズレがある。

これまでも諸問題については教育でカバーしてきた実績がある

規制より教育が先にあるべき
上記のズレについては大学教育も視野に入れるべき

アプリに関してはペアレンタルコントロールでカバーできる

カジノアプリ名、サービス名の周知が必要
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考えられる施策➂ ブロッキングに関する観点

ISP事業者に過剰な負担を強いるが、効果が不明

児童ポルノに対するブロッキングの効果はどれくらいあるのか？
ミラーサイトの大量発生につながり、逆効果ではないか？

VPNによる回避が可能

アプリ自体にVPN機能が内蔵される可能性を軽視していないか？
VPNによってブロッキングを回避する行為に違法性が問えるか？

民間機関や個人で違法サイトの追跡や研究調査が難しくなる

利用規約、表示、誘導といった改善評価ができなくなる
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考えられる施策➃ 広告規制に関する観点

マスメディアやネット動画サービスへの広告制限

議員立法での議論を注視したい

SNSの書き込みによる誘導をコントロールできるか

書き込みによる誘導は、賭博の幇助に当たるか

インフルエンサーや指南サイトによる広報・広告活動をコントロールできるか

どういう条件が賭博の幇助に当たるか
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スマホソフトウェア競争促進法との関係について

多くのオンラインカジノは、アプリ化されている
 スマホソフトウェア競争促進法により「アプリストアの限定の禁止」が実施されると

ストア上でのコントロールが困難になる
 アプリストアの第三者運用に意欲的なのは「ゲームメーカー」である
 決済事業者も第三者参入が可能になり決済によるコントロールが困難になる

オンラインカジノの対策が明確になるまで、法の施行を延期すべきではないか
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